
令和7年 12月期 区政連絡会
健康部生活衛生課

民泊条例改正の概要について

易|″のカール
・対面による宿泊名簿記載・鍵の受け渡しの実施
。通報時に30分以内の現場駆け付け。対応着手
。事業開始前の周辺住民への周知義務(20mの範囲)

士廃4/ご力7え、新ただ、〃下のソルールを′遊|″ιま充。
・周辺住民への事前説明会の実施
・海外在住者に対する、日本国内に在住する代理人の選任
・町会加入の“協議"の実施
・トラブル発生時、区民の要請に応じて話し合いの場の設置

撻驀彗議事椰 〔轟彗‐〕

響織載黎 ‐L醸頼書書 1臓藤覇圏曝簿事

筆 爵 置

①「区内全域」において、「春休み、夏休み、冬休み」に限定します。(年間120日間)
春休み:3/15～ 4/10(27日 間)
夏休み:7/1～ 8/31 (62日 間)
冬休み:12/15～ 1/14(31日 間)

②「 地域、準工業地域、文教地区(区内約70%のエリア)」において、
とします。(裏面参照)

xg夕と期用の″勇咳7ご建封及rι/1番7ごメブιζんれJ万用〃下の辺料を〃九

実施できる期間のイメージ】

体制を強化し、指導、勧告、公表、業務改善命令、業務停止命令、業務廃止命令など、
指導・監督を徹底いたします。

【お問い合わせ】
豊島区健康部生活衛生課環境衛生グループ
電話 03-3987-4176

月
4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3

令和 7年度
可
１

　

１
１二上_

IT

菫郎
==笙

180日 間

令和 8年度
|  |
L L

丁
~~

|

丁

―
ヽ

|

× ×
鷹
X . ‐‐‐‐‐| | | | | ‐| | | | | | | | | | | | ‐| | ‐| ‐||.11111111:||||||‐

'

306E HOA
180 E E:

令和 9年度～ × × × × × × ×

|

× × 120日 間

【語 il,】
|   ●
=●
●    ‐

1   1■■,■
1 ●麟 ■0

1蟄躙議
● ● ●■

=‐

Ⅲ ‐
Ⅲ 腱
"'一 "綺

●
力 自

“

‐■出

“

嗜
1陣口簾

年度

|

×



.標

芭ＥＥＥ覆

〓手

二拍役〉割「中国回鳥捧轟国鴎馴饉翼舶ｅ彗凶※

ゝ―ヽやｅ（彗響轟Ｈ辮Ъ薦増響幽攣′国響轟悩′雪響曜掛幽銀）曇凶ЮいＦ降却網証緊案
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